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2011年3月11日の東日本大震災によって，株式会社東京電力

福島第一原子力発電所（以下，東電原発）で炉心溶融（メルト

ダウン）の重大事故が発生した結果，環境中に大量の放射性セ

シウムが放出された。放射性セシウムはその後の降水によって

陸域に降下し，土壌や河川水の汚染を惹き起こした1）。これら

の地域には産業的に重要なイワナSalvelinus leucomaenis，ヤ

マメOncorhynchus masou masou，ウグイTribolodon 
hakonensisといった淡水魚に加えて，河川生活期のアユ

Plecoglossus altivelis altivelis や ウナギ Anguilla japonica
が棲息している2）。降下した放射性セシウムは様々な経路を経

て魚体中に取込まれ，高濃度に蓄積される3-5）こととなった。 
東電原発事故後に，宮城県は，農林水産物等中の放射性物質

濃度を継続的に測定してきた6）。こうした中，2012年4月1日に

は，食品衛生法に基づく放射性セシウム濃度の基準値が，一般

食品で100Bq/kgと設定された。こののち宮城県の淡水魚各種で，

基準値を超過する事例が発生したことから，内閣府原子力災害

対策本部により出荷制限指示の措置が講じられた。

これまでに，淡水魚中の放射性セシウムの蓄積と排出の状況

は，国立研究開発法人水産研究・教育機構や福島県内水面水産

試験場によって報告されている5,7），また遊佐･上田により，本

県産淡水魚の2012年12月初旬までの状況が報告されている8）。 
本報告は，事故から6年9ヵ月を経過した2017年12月末に至

る県内水産物中の放射性物質モニタリング結果から，淡水魚中

の放射性セシウム濃度のデータを整理し，東電原発事故後の経

過日数に対する，淡水魚中の放射性セシウムの蓄積状況につい

て取り纏めたものである。

材料と方法 

本報告では，宮城県内水産物中の放射性セシウムモニタリン

グ結果6）を基に，東電原発事故後の経過日数と，各種淡水魚の

放射性セシウム濃度（Bq/kg）について，河川水系（図1）別に

取り纏めた。事故後の経過日数は，採集調査日を基準とし，ま

た，放射性セシウム濃度の測定データが検値（2.0～6.3 Bq/kg）
未満の場合，便宜上0 Bq/kgとして表示した。放射性セシウム

測定用のサンプルは，魚体3個体以上から筋肉等の可食部を

300g採取して1検体とした。測定は公益財団法人海洋生物環境

研究所に委託して実施した。

放射性セシウム濃度の基準値を超過したイワナ，ヤマメ，ア

ユ，ウグイ，ウナギの5魚種を取上げて，継続的な採集調査の

結果を示した。なお，宮城県はイワナ（種名Salvelinus 
leucomaenis）のうち，エゾイワナ Salvelinus leucomaenis 
leucomaenisとニッコウイワナSalvelinus leucomaenis 
pluvius 2亜種の分布域になる2）が，ここでは一括してイワナと

して扱った。また，養殖魚のイワナとヤマメの結果も掲載した。 
放射性セシウム濃度調査は，イワナでは阿武隈川水系で2012

年3月9日（事故から364日後），名取川水系で2012年4月14日（同

400日後），北上川水系で2012年4月13日（同399日後）から開 
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始された。ヤマメは，阿武隈川水系で2011年6月7日（157日後），

名取川水系で2012年5月24日（440日後），北上川水系で2012
年9月27日（566日後），大川水系で2012年3月30日（385日後）

から開始された。

アユは，阿武隈川水系の2水域とも2011年6月13日（164日後），

名取川水系で2011年6月20日（171日後），北上川水系で2012
年5月10日（426日後），大川水系で2011年7月4日（185日後）

から開始された。ウグイは，阿武隈川水系で2012年4月14日
（400日後），北上川水系で2012年5月21日（437日後），大川水

系で2012年5月10日（426日後）から開始された。 
阿武隈川水系のウナギは，2012年7月22日（499日後）から

開始された。県内で養殖されたイワナは2011年9月12日（254
日後），養殖されたヤマメは2011年11月21日（324日後）から

調査が開始された。

 県が行うモニタリングの結果，基準値を超過する事例が発生

した際には，県からその当該産品を産出した市町村に出荷自粛

が要請される。その後は内閣府原子力災害対策本部により，産

地の広がりを踏まえ，出荷制限の要否及び制限すべき区域が判

断されて，出荷制限が指示される9）。 

結 果 

イワナにおける放射性セシウム濃度の推移を，河川水系別に

図2に示した。
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図2 各河川水系におけるイワナの体内に残留した放射性セシ

ウム濃度の推移

阿武隈川水系のイワナは，事故から364日経過後に100Bq /kg
の基準値を超過する濃度が認められ，原子力災害対策本部によ

って出荷制限が指示された。以降も100Bq /kgの基準値を超過

する濃度が429日後と485日後に認められた。527日後以降は

100Bq /kgを下回り，857日以降は50 Bq /kgを下回った。その

後は採集個体数が少なく，2018年1月1日（2,488日後）現在，

出荷制限は継続中である。

名取川水系のイワナは，408日経過後に200Bq /kgを上回る濃

度が認められ，出荷制限が指示された。以降200Bq/kgを上回る

濃度は，411日後と466日後に認められ，このうち466日後の濃

度は300 Bq/kgであった。471日後には，400Bq /kgを上回る高

い濃度が認められた。それ以降で200Bq /kgを上回る濃度は，

583日後に認められた。1,241日後以降は100Bq /kgの基準値を

下回った。1,465日後以降，出荷制限解除の目安値9）とされる50 
Bq /kgを下回っていたが，2,441日後には，再度50 Bq /kgを上

回った。2018年1月1日（2,488日後）現在，出荷制限は継続中

である。

図1  調査した4河川水系と採集域 
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宮城県の淡水魚類における放射性セシウム蓄積状況 
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図3 各河川水系におけるヤマメの体内に残留した放射性セシ

ウム濃度の推移

北上川水系のイワナは，430日経過後に500 Bq /kgを上回る

高い濃度が認められ，出荷制限が指示された。以降200Bq /kg
を上回る濃度は，437日後と479日後に認められた。534日後に

は，400Bq /kgを上回る高い濃度が認められた。更に，それ以

降で200Bq /kgを上回る濃度は， 957日後と1,628日後に認めら

れた。1,911日後以降は100 Bq /kgの基準値を下回り，2,301日
後以降は50 Bq /kgを下回った。その後は採集個体数が少なく，

2018年1月1日（2,488日後）現在，出荷制限は継続中である。 
図3には，ヤマメにおける放射性セシウム濃度の推移を，河

川水系別に示した。

阿武隈川水系のヤマメは，157日経過後に300Bq /kgを上回る

高い濃度が認められ，出荷制限が指示された。以降200Bq /kg
を上回る濃度が401日後に認められた。それ以降100Bq /kgを超 
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図4 各河川水系におけるアユの体内に残留した放射性セシウ

ム濃度の推移

過する濃度は，426日後と450日後に認められた。710日後以降

は50 Bq /kgを下回った。2015年9月30日（1,664日後）に出荷

制限が，採集個体数の少なかった白石川を除く水域で，解除さ

れた。

名取川水系のヤマメは，441日経過後に50Bq /kgを上回った

が，それ以降は50Bq /kgを下回り，1,145日後以降は40 Bq /kg
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を下回った。北上川水系のヤマメは，調査開始当初から20Bq 
/kgを下回り，1,299日後以降は10 Bq /kgを下回った。大川水系

のヤマメは，調査開始当初から30Bq/kgを下回り，709日後以

降は10 Bq /kgを下回った。 
図4には，アユにおける放射性セシウム濃度の推移を，河川

水系別に示した。阿武隈川水系は，阿武隈川本流域とこれを除

く水域に分けて示した。

阿武隈川本流域のアユは，164日経過後に200Bq /kgを上回る

濃度が認められ，阿武隈川本流域及び支流域の水域に，出荷制

限が指示された。以降100Bq /kgの基準値を超過する濃度は，

526日後と820日後，827日後と845日後に認められた。918日
後以降は100 Bq /kgの基準値を下回ったが，918日後に95Bq 
/kg，1,580日後に97 Bq /kgと基準値に迫る値も認められた。そ

れ以降は1,935日後に68Bq /kg,，2,348日後に50 Bq /kgの濃度

が認められたのち，50 Bq /kgを下回った。しかし，その後は採

集個体数が少なく，2018年1月1日（2,488日後）現在，阿武隈

川本流域の出荷制限は継続中である。

阿武隈川本流域を除く阿武隈川水系のアユに，100Bq /kgの
基準値を超過する濃度は認められず，844日後以降は，50 Bq 
/kgを下回った。2017年4月27日（2,239日後）には，阿武隈川

支流域で，出荷制限が解除された。

名取川水系のアユは，調査開始当初から20Bq /kgを下回り，

以降も20Bq /kgを下回った。北上川水系のアユは，493日後と

534日後に60Bq /kgを上回ったが，それ以降は40Bq /kgを下回

った。大川水系のアユは，185日後に50 Bq /kgを上回ったが，

以降は50Bq /kgを下回り，830日後以降は20 Bq /kgを下回った。 

図5には，ウグイにおける放射性セシウム濃度の推移を，河

川水系別に示した。

阿武隈川水系のウグイは，400日経過後に400Bq /kgを上回る

高い濃度が認められ，出荷制限が指示された。以降100Bq /kg
の基準値を超過する濃度は，407日後に認められた。1,501日後

以降は，20 Bq /kgを下回ったが，その後は採集個体数が少なく，

2018年1月1日（2,488日後）現在，出荷制限は継続中である。 
北上川水系のウグイは，437日経過後に200Bq /kgを上回る濃

度が認められ，出荷制限が指示された。以降100Bq /kgの基準

値を超過する濃度は，450日後と751日後に認められた。1,133
日後以降は，30 Bq /kgを下回った。その後は採集個体数が少な

く，2018年1月1日（2,488日後）現在，出荷制限は継続中であ

る。

大川水系のウグイは，426日経過後に100Bq /kgの基準値を超

過する濃度が認められ，出荷制限が指示された。1,087日後以

降は20Bq /kgを下回った。2014年8月25日（1,263日後）に出

荷制限が水系内全ての水域で解除された。

図6には，阿武隈川水系のウナギにおける放射性セシウム濃

度の推移を示した。499日後には100Bq /kgの基準値を超過し， 
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図5 各河川水系におけるウグイの体内に残留した放射性セシ

ウム濃度の推移
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図6 各河川水系におけるウナギの体内に残留した放射性セシ

ウム濃度の推移

県から出荷自粛が要請された。1,261日後以降は，30Bq /kg を
下回った。2015年7月9日（1,581日後）に出荷自粛措置は解除

された。

阿武隈川水系と北上川水系では，200Bq /kgを上回る濃度の

放射性セシウムが，複数の魚種に認められている。図7には，

両水系で調査対象とした魚種の放射性セシウム濃度を，事故か

ら600日経過後までの値として示した。 
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図7 淡水魚各種の放射性セシウム濃度

 事故から600日経過後までの値 
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図8 養殖魚の体内に残留した放射性セシウム濃度の推移

阿武隈川水系では，100Bq /kgの基準値を超過する濃度の放

射性セシウムが，イワナ，ヤマメ，アユ，ウグイ，ウナギの5
魚種に認められた。ヤマメには，200Bq /kgを上回る濃度と，

300Bq /kgを上回る濃度が認められた。アユには200Bq /kgを上

回る濃度が認められ，ウグイには400Bq /kgを上回る濃度が認

められた。

北上川水系では、，基準値を上回る濃度の放射性セシウムが，

イワナとウグイに認められた。イワナには，200Bq /kgを上回

る濃度に加え，400Bq /kgを上回る濃度と500Bq /kgを上回る高

い濃度が認められた。ウグイには200Bq /kgを上回る濃度が認

められた。北上川水系のヤマメとアユは，100Bq /kgの基準値

を下回った。一方，同水系のウナギについては継続的調査が実

施されなかった。

阿武隈川水系においては，アユ，ウグイといった河川の中下

流域に棲息する魚種2,）に加え， 河川中流域まで分布するヤマ

メ2,10）の数値がより高く，北上川水系においては，河川最上流

域に棲息するイワナ2,11）の数値がより高い傾向が認められた。 
図8には，県内で養殖されたイワナとヤマメにおける，放射

性セシウム濃度の推移を示した。イワナは453日経過後に20Bq 
/kgを上回ったが，以降は20Bq /kgを下回り，460日後の測定以

降は10 Bq /kgを下回った。ヤマメは，調査開始当初から10Bq 
/kgを下回り，それ以降も10Bq /kgを下回った。 

考 察 

各水系で基準値を上回った魚種のうち，阿武隈川水系のイワ

ナとヤマメは，約2年（約730日）後に基準値を下回った。それ

以降，北上川水系のイワナを除いた各魚種とも，約3年半（約

1,300日）後に基準値を下回った。北上川水系のイワナは，約5
年3ヶ月（約1,900日）後に，基準値を下回った。一方，県産海

水魚のうち殆どの魚種は，事故から約2年半（約900日）後に基

準値を下回った12）。淡水魚は，カリウム等の塩類を体内で保持

する能力が高く，その排出が海水魚に比べて遅いことが知られ

ている13）。セシウムはカリウムと同じアルカリ金属であり，生

体内で似た挙動を示す13）ことから，同位体である放射性セシウ

ムの濃度低下にも長期間を要したとみられる。 

イワナは山地渓流域に棲息する渓流域生態系の上位捕食者

で2,14），最上流の支流域を棲息場や産卵場として利用することが

知られている11,15）。今回，阿武隈川水系，名取川水系，北上川

水系のイワナから，基準値を超過する濃度の放射性セシウムが

認められた。北上川水系では500Bq /kgを上回り，名取川水系

では400Bq /kgを上回る高い濃度を示した。栄養段階上位の大

型魚種は，放射性セシウムを濃縮し易いことで知られ4,5），中央

水産研究所内水面研究センターの調査結果3,16）でも，福島県産

のオオクチバスやイワナから高濃度の放射性セシウムが認め

られている。

イワナは，昆虫のほか，甲殻類や両生類といった動物餌料を

捕食することで知られている2,17）。イワナでは春季から夏季に，

河川に落下した陸生動物の捕食量が増加し17,18），陸生動物が餌

料中の約8割を占める14）との報告がある。山地森林域において

陸生動物は，水生動物より放射性セシウム濃度が高く19），また

森林域と渓流域を行き来する陸生動物の濃度は，水生動物の3
～5倍と顕著に高い14）ことも報告されている。このためイワナ

は，放射性セシウムを陸生動物から最も多く摂取するとみられ

ている14）。本県産イワナも，放射性セシウムを陸生動物から摂

取し蓄積することで，基準値を超過する濃度が長期に亘って認

められ，以降の濃度低下も緩やかであったと考えられる。
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ヤマメは阿武隈川水系で，300Bq /kgを上回る濃度の放射性

セシウムが認められ，2年後に基準値を下回った。ヤマメは，

水生昆虫を主餌料5,10）とし，イワナの棲息しない中流域にも分

布が認められ，アユやウグイと共に採集されている10,20,）。水生

昆虫の放射性セシウム濃度については，環境中の落葉及び土壌

とほぼ同じ傾向を示すことが分かっている21）。このうち毛翅

（トビケラ）類では，常時の採餌活動のため，消化管内には同

化される有機物と共に汚染されたシルトが混在し22），毛翅類・

蜉蝣（カゲロウ）類並びにその捕食者の襀翅（カワゲラ）類と

いった水生昆虫では， 放射性セシウムの生物濃縮が起こらな

い23）ことが報告されている。このため，水生昆虫の放射性セシ

ウム濃度は，環境中の濃度を反映しているとみられる｡ヤマメ

は，その食性に拠って環境中の放射性セシウムを速やかに蓄積

し，以降の早期濃度低下に至ったものと考えられる。

ウグイは，阿武隈川水系，北上川水系，大川水系で基準値を

超過する濃度が認められた。阿武隈川水系では400Bq /kgを上

回る高い濃度を示し，北上川水系では200Bq /kgを上回った。

ウグイは，水生昆虫等を餌料とし，成長後により大型の餌料を

多く捕食することで知られ2,24），ニジマスやコイに比べて放射性

セシウムを取込み易い7）ことも報告されている。本県産ウグイ

も，水生昆虫等の放射性セシウムを摂取することで蓄積したと

みられる。

阿武隈川水系のアユでは，200Bq /kgを上回る濃度の放射性

セシウムが認められた。更に同水系のアユでは，のちの濃度低

下にも時間を要した。アユの生活史は1年で完結し2），河川遡上

期には，付着藻類をシルトと共に摂餌することで知られている

2,5）。アユは河川遡上過程で，環境中のシルトや藻類に含まれる

放射性セシウムを取り込んで蓄積することも報告されている

3,5）。また，東電原発事故以降の福島県内の調査結果5）では，ア

ユの内臓及び筋肉中の放射性セシウム濃度と，河川底質付着物

中のシルトや付着藻類の濃度が，同様の減少傾向を示している。

このことから，本県阿武隈川水系でも，河川底質の付着物中に

含まれる放射性セシウムが，アユ体内の残留濃度に影響したと

みられる。 

阿武隈川水系のウナギでは，基準値を超過する濃度の放射性

セシウムが認められた。ウナギは，アユと同様，海洋生活期と

河川生活期を有し，ともに河川の中下流域に棲息することで知

られている2,5）。阿武隈川水系のウナギとアユは，両種とも，事

故後最初の測定で基準値を超過した。アユは，その後の濃度低

下に時間を要したが，これは遡上中に，河川底質付着物中のシ

ルトや付着藻類から，環境中の放射性セシウムを取り込んだ影

響と考えられる。これに対してウナギは，各水系の他魚種（イ

ワナ，阿武隈川水系本流域のアユを除く）と同様，約1,300日
後に50 Bq /kgを下回った。河川生活期のウナギは，年魚のアユ

と違って，遡上後の5～12年を淡水域で過ごし2），魚類や貝類，

環形動物（貧毛類，ヒル類），節足動物（甲殻類，昆虫類）を

餌料として摂食する2,25）ため，藻類食性のアユより早期に濃度

が低下したとみられる。

イワナは，県北域に位置する北上川水系と県西域に位置する

名取川水系で，県南域の阿武隈川水系より，高い濃度の放射性

セシウムが認められた。放射性セシウムは事故当時の風向に拠

って拡散し，その後の降水によって地表面へと降下したことが

分かっている26,27）。県北域と県西域のイワナ分布域（図1）周辺

では，放射性セシウムの汚染気塊が輸送されたのち，降水に拠

って沈着した26）ことも報告されている。県北域（栗原市，大崎

市）と県西域（仙台市・川崎町）では，山間部を中心に県南域

同様，放射性セシウムの地表面への沈着量が多く，表層土壌中

の濃度が高くなったことが知られている1,26）。両地域では，原木

栽培のシイタケ・ムキタケ，野生キノコといった多様な林産物

の生産と利用が盛んである。これらの林産物からも，規制値を

超過する濃度の放射性セシウムが検出されて，出荷制限が指示

されている6,28）。東電原発から離れた地域で数値が高かったこと

については，標高の高い山間部を中心に放射性セシウムが沈着

し，山地渓流域の食物網を通じて，イワナが摂取したためと考

えられる。なお，福島県の湖産淡水魚の結果4）では，魚体内の

放射性セシウム濃度と，湖畔の表層土壌中濃度との間に，正の

相関関係が確認されている。

イワナやヤマメといった養殖魚は，宮城県の調査で基準値を

超過することが無かった。福島県の調査結果3）でも，養殖魚は

基準値を超えていない。食物網を通して放射性セシウムを取込

む天然魚3,4）に対し，養殖魚には，放射性セシウムを殆ど含まな

いと考えられる配合餌料を与えることから，異なる結果になっ

たとみられる。

要 約 

 宮城県における淡水魚の放射性セシウム蓄積状況を調査し

た。各水系で，基準値の100Bq/kgを上回った魚種の殆どが，東

京電力福島第一原子力発電所の事故から，約3年半後に基準値

を下回った。県北域に位置する北上川水系と県西域に位置する

名取川水系のイワナに，高い濃度の放射性セシウムが認められ

た。放射性セシウムの地表面への沈着量は，県北域と県西域で

も多かったことから，食物網を通して，放射性セシウムを取り

込み蓄積したと考えられた。更にイワナでは，放射性セシウム

濃度の高い山地森林域の陸生動物をも摂食し，放射性セシウム

を蓄積した結果，基準値を超過する濃度が長期に亘って認めら

れ，以降の濃度低下も緩やかであったと考えられる。アユでは，

阿武隈川水系で高い濃度が継続して認められた。アユは年魚で

あることから，河川遡上過程で，環境中のシルトや付着藻類等

に含まれる放射性セシウムを，取り込み蓄積したとみられる。 
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